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こんなことを言われたら…詐欺かも!!

1.特殊詐欺の種類
　❶ 振り込め詐欺 オレオレ詐欺、架空請求詐欺、還付金等詐欺など
　❷ その他 金融商品等取引名目詐欺、ギャンブル必勝法情報提供名目詐欺など
２.香川県内の特殊詐欺被害
　　平成28年の県内の特殊詐欺認知件数は97件、被害総額は約2億6500万円にものぼります。過去5年間
　で最も多い手口は架空請求詐欺、次いで還付金等詐欺、オレオレ詐欺、金融商銀等取引名目詐欺です。

! 特殊詐欺について知りましょう

! 特殊詐欺の手口とは

　オレオレ詐欺、架空請求などの“振り込め詐欺”をはじめとする「特殊詐欺」による被害が多発しています。「自
分は大丈夫」と思っていても、その手口はますます巧妙になっています。被害にあわないためには、高齢者の方
はもちろん、家族のみなさんや地域全体で「抵抗力」を高めていくことが大切です。

１.オレオレ詐欺
　子や孫、警察官などを装い、
　トラブル解決のためのお金を要求。
　会社の金を使い込んだ…。会社の小切手が入った
鞄を電車に忘れた…。女性を妊娠させた…。友達の
借金の連帯保証人になった…。など

２.架空請求詐欺
　はがきやメールを送りつけ、
　ありもしない料金を請求。
　有料サイトの利用料が未納…。ご入会ありがとうご
ざいました、入会料は…。退会手続がされていませ
ん、解約料として…。など

３.還付金等詐欺
　公的機関を装い、
　ATMの操作を指示してお金をだまし取る。
　医療費の還付手続きを…。税金の還付があるので、
今すぐＡＴＭへ…。ＡＴＭで給付金の受取手続を…。
など

4.金融商品等取引名目詐欺
　値上がり確実などと嘘の情報を流し、
　購入代金をだまし取る。
　あなたは選ばれた人です…。あなたしか購入でき
ません…。値上がり確実で、必ず儲かります…。購
入すれば、○倍で買い取ります…。

❶ ちょっとした違和感を徹底的に解明
　 　讃岐弁だった息子が標準語？振込先が他人
名義？など、その違和感をスルーしないで納得
するまで解明を。

❷ 必ず“元の電話番号”にかける
　 　新しい電話番号を教えられても、一度、元の
電話番号に電話して、本当に自分の子や孫の
電話番号かどうか確かめましょう。

ここに
注意 ❶ 「ＡＴＭへ行って」は詐欺

　 　ＡＴＭを操作して保険料や医療費等の還付
金を受け取ることはできません。ＡＴＭの操作
指示は詐欺を疑ってください。

❷ 本当に公的機関からの電話か調べる。
　 　相手が名乗った公的機関から本当に電話が
あったかどうか、電話帳等で調べて一度確認しま
しょう。連絡先が分からなければ、警察に相談を。

ここに
注意

❶ 安易に電話をかけなおさない
　 　慌てて電話やメールをしないでください。対
応に悩む場合は、警察に相談してください。

❷ 安易に名義貸しをしない

ここに
注意 ❶ もうけ話に乗らない

　 　株式、社債などの優先購入券、老人ホーム等
の施設入居券、有価証券、外国通貨、貴金属、
ダイレクトメール等を送りつけてきます。常
に、「うまいもうけ話には裏がある」という気持
ちを持って、冷静に対応してください。

ここに
注意
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わてない　　　　ちど電話を切る
たがってみる　　んりょせずに相談する
金を送らない！手渡さない！振り込まない！

お金がらみの電話があったら…ちょっと待って！

　ＡＴＭのキャッシュカード取引の利用限度額を引き下げて
おくことで、被害を抑えることができます。

　今後、右記の放置禁止区域内に放置
してある自転車・原動機付き自転車は、
条例に基づいて撤去・保管されます。み
なさん一人ひとりのご理解とご協力を
お願いします。
※「放置」とは、自転車等から離れ、ただちに動かせ
ない状態にあることで、放置・駐輪時間の長短と
は関係ありません。

! 被害に遭わないために

あ
う
お

い
え

対策１ 思い出して！詐欺撃退のあいうえお

対策4 ＡＴＭ利用限度額の引下げ

　現金を宅配便やレターパックで送ることは禁止されていま
す。宅配便の品名に「書類」「衣類」「食品」など、中身が現金だ
と分からないような記載を指示されれば、それは詐欺です。

対策5 宅配便で現金は送れません

　詐欺犯と初めから接触しないために、在宅中も留守番
電話に切り替えておきましょう。録音されると証拠が残る
ため、詐欺犯は留守番電話を嫌います。

対策2 在宅中も留守番電話を利用する

　自宅の固定電話に接続する装
置で、通話状態になる前に警告
メッセージが流れ、通話内容を
録音するものや、電話の危険度
をランプの光る色で通知するも
のなどがあります。

対策3 特殊詐欺被害防止機器の設置

県警察本部 生活安全企画課　☎087-833-0110問

　県内に居住する65歳以上の方で、特殊詐欺などの被害防
止のために貸出を希望する方へ、原則6ヶ月間、装置を貸出
しています。貸出条件等詳細は、琴平警察署または香川県警
にお問い合わせください。

香川県警では、振り込め詐欺撃退装置を貸出しています

電話工事不要で
取り付け簡単

呼び出し音が鳴る前に
警告メッセージで応答

すべての会話を
自動で録音

総務課 ☎75-6701　琴平警察署 ☎75-０１１０問

総務課 ☎75-6701問

不安を感じたり、詐欺かな…と思ったら、
迷わず相談してください！

警察総合相談窓口　♯9110

消費者ホットライン　188

7月1日（土）から自転車などの放置禁止区域を指定します

放置禁止区域

JR琴平駅 トイレ

自転車
駐車場

放置禁止区域 自転車駐車場

琴
平
商
工
会
館

町
営
駅
西
駐
車
場
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利用者負担額の上限（月額）

対象となる方 平成29年７月までの
負担の上限（月額）

平成29年８月からの
負担の上限（月額）

現役並み所得者に
相当する方がいる世帯の方（※１） 44,400円（世帯）

37,200円（世帯）
24,600円（世帯）
15,000円（個人）
15,000円（個人）

44,400円（世帯）

44,400円（世帯）※2

24,600円（世帯）
15,000円（個人）
15,000円（個人）

世帯のどなたかが
住民税を課税されている方

世帯の全員が住民税を
課税されていない方

前年の合計所得金額と
公的年金収入額の合計が
年間80万以下の方等

生活保護を受給している方等

ここが変わります

平成29年８月から、負担の上限が下記のとおり変更されます。

種別 助成可能
回数

助成金額
（上限）

１団体
１回限り ５万円めばえ部門

設立して
１年未満の
団体

１団体
３回限り ５万円はぐくみ部門

設立して
１年以上の
団体

　
こ
の
事
業
は
、地
域
の
課
題
を
解
決
す
る
こ

と
を
目
指
し
て
活
動
す
る
皆
様
を
応
援
す
る

こ
と
で
、住
民一人
ひ
と
り
が
主
体
と
な
っ
た
ま

ち
づ
く
り
を
進
め
る
こ
と
を
目
指
し
、平
成
25

年
度
に
開
始
し
ま
し
た
。

　
以
前
は
、助
成
金
の
申
請
は
１
団
体
１
回
限

り
と
し
て
い
ま
し
た
が
、現
在
は
２
つ
の
申
請

部
門
を
設
け
、２
年
目
以
降
も
申
請
が
で
き
ま

す（
両
部
門
を
合
わ
せ
て
最
長
で
４
年
間
助
成

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
）。

　
何
か
地
域
に
貢
献
す
る
活
動
を
始
め
た
い
、

今
行
っ
て
い
る
活
動
の
輪
を
も
っ
と
広
げ
た
い

と
思
っ
て
い
る
方
は
、是
非
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

地
域
活
動
活
性
化
事
業

地
域
活
動
活
性
化
事
業

２
年
目
以
降
も

助
成
金
の

申
請
が
で
き
ま
す

※

※１

※２

「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指し、
「個人」とは、介護サービスを利用した本人の上限額を指します。
同じ世帯に65歳以上で課税所得145万円以上の方がおり、同じ世帯の65歳以上の方の収入の合計が520
万円以上（単身の場合は383万円以上）である場合をいいます。
同じ世帯の全ての65歳以上の方（サービスを利用していない方を含む。）の利用者負担割合が１割の世帯に
は、年間446,400円の上限が設けられ、この上限を超える場合は、その超える額が払い戻されます（３年間の
時限措置）。

平成29年８月から高額介護（予防）サービス費の
利用者負担の上限が変わります。

平成29年８月から高額介護（予防）サービス費の
利用者負担の上限が変わります。

　介護サービスを利用する場合にお支払いただく利用者負担には月々の負担の上限
額が設定されており、１カ月に支払った利用者負担の合計が負担の上限を超えたとき
は、超えた分が支給されます（高額介護（予防）サービス費）。

（又は前年度に
本助成金を
受けた団体）

問福祉課　☎７５-６７０６
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対象経費（例）

○負担割合証には前年中の所得に応じて算定された利用者の負担割合（１割または２割）が記載されています。
　負担割合の算定方法は以下のとおりです。

※65歳未満の第2号被保険者は、1割負担です。

2割負担

1割負担

1割負担
1割負担

○住民税非課税世帯であること。
○配偶者（世帯が別の場合も含む。）が住民税非課税であること。
○預貯金等が一定額（単身の場合は1000万円、夫婦の場合は2000万円）以下であること。

65
歳
以
上
の
方

本人が住民税を
課税されている

場合

本人の合計所得金額が
160万円以上 下記以外の場合

本人の合計所得金額が160万円未満

本人が住民税を課税されていない場合、又は生活保護を受給している場合

同一世帯の65歳以上の方（本人含む。）の
年金収入+
その他の合計所得金額 ＜【　　　　　　　　　　】１人の場合　　  ：      280万円

２人以上いる場合：合計346万円

介護保険負担割合証（緑色）送付します介護保険負担割合証（緑色）送付します
　現在、要支援・要介護認定を受けている皆様がお持ちの負担割合証は、７月末で適用期間が終了します。その
ため、８月から使用する負担割合証（適用期間は平成29年８月１日から平成30年７月31日まで）を、７月中旬～下
旬に要支援・要介護認定を受けている皆さまに郵送にてお届けします。新しい負担割合証が届きましたら内容
（氏名、住所、負担割合等）を確認し、介護サービスを利用する時は、この負担割合証と介護保険被保険者証（ピン
ク色）を一緒にサービス事業者や施設にご提示ください。

介護保険負担限度額認定申請手続きのご案内介護保険負担限度額認定申請手続きのご案内

対象者

　低所得の要介護者が介護保険施設（特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設）やショートス
テイを利用する場合の食費・居住費については、申請により、介護保険負担限度額認定を受ければ一定額以上
は保険給付されます。

※申請書等は、福祉課窓口で配布しています。申請には、預貯金等の確認資料（通帳の写し等）が必要です。
　詳しくは、福祉課にお問い合わせいただくか、町ホームページでご確認ください。
※７月31日まで有効の「介護保険負担限度額認定証」（黄色）をお持ちの方は、更新の手続きをしてください。

対象事業

対象団体

申請受付

地域にある課題を解決するために行う、営利を目的としない活動

以下を満たす団体（法人格の有無は問わない）
　①町内に「活動拠点」と「連絡場所」がある
　②構成員が５人以上で、その半数以上が町内に在住・在勤・在学している
　③活動を町内で行っている　
※国、自治体から助成金を受けたことがある団体は対象外

▽講演会に招いた講師への謝礼や講師の旅費
▽チラシ・ポスターの印刷代、用紙代
▽事業に要した切手代やボランティア保険加入費　

現在受付中
※申請書を直接福祉課までご持参ください。

　
助
成
金
の
概
要
は
左
記
の
と
お
り
で
す
。町

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
様
式
と
申
請
の
手
引
き
を

掲
載
し
て
い
ま
す
の
で
併
せ
て
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

問
福
祉
課　

☎
７
５-

６
７
０
６

問福祉課　☎７５-６７０６
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保険料の計算方法

　保険料は、被保険者が等しく負担する「均等割額」と被保険者の平成２８
年中の所得に応じて決まる「所得割額」の合計額となります。被保険者の
方には、７月中旬に保険料額決定通知書を送付します。
　なお、本年度から高齢者と若者の世代間の負担の公平化を図るために制度が見直されました。負担能力
に応じた御負担をいただく必要があるため、一部の方の均等割額と所得割額が変わります。皆様の御理解
をお願いします。

◆納付方法の変更について◆
　保険料を年金から天引きされている方で、口座振替による納付をご希望の方は、下記にご注意の
うえ、税務課窓口へお申し出ください。
※納付方法を口座振替に変更しても、納付していただく年間の保険料額は、変わりません。
※琴平町指定金融機関に口座振替依頼書を提出していただき、その本人控をご持参のうえ、税務課
　窓口で納付方法の変更をお申し出ください。

※保険料の賦課期日は、４月１日です。ただし、年度途中に被保険者資格を取得した方の賦課期日は、資格取得日となります。
※基礎控除後の総所得金額等とは、総所得金額及び山林所得並びに他の所得と区分して計算される所得の合計額から基礎控除
　（３３万円）のみを控除した額のことです。

年間の保険料額を確定し、確定額から仮徴収された額を差し引いた額をもとに１０月、１２月、２月
支給分の年金から天引きします。

平成２９年４月、６月支給分の年金から保険料が天引き（仮徴収）された方
（８月支給分の年金からも保険料が天引きとなります。４、６月の保険料額と同額です。）

１以外の方2

後期高齢者医療保険料額が
決定されます

１

①  納付書又は口座振替により納付される方（普通徴収）
       年間の保険料額を８期に分けて納付していただきます。

②  平成２９年１０月支給分の年金から保険料の天引きが開始される方
       ７月から９月までは、納付書または口座振替により保険料を納付していただき、１０月、１２月、
       ２月支給分の年金から残りの保険料が天引きされます。

平成
２９
年度

年間保険料
( 限度額５７万円 )

均等割額
４７，３００円

所得割額
基礎控除後の総所得金額等×所得割率９．２６％

第１期　7 月 31 日（月）
第２期　8 月 31 日（木）
第３期 10 月　2日（月）

問税務課　☎75-6702問

第４期 10 月 31 日（火）
第５期 11 月 30 日（木）
第６期 12 月 27 日（水）

第７期　平成 30 年 1 月 31 日（水）
第８期　平成 30 年 2 月 28 日（水）

町 政町 政 情 報情 報
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問健康推進課　☎75-6705 問県後期高齢者医療広域連合事務局　☎087-811-1866

※１　医療費が２６７,０００円を超えた場合は超過額の1％を加算します。
※2　過去1年間に高額療養費（外来＋入院）の支給を4回以上受けている場合は、4回目以降の限度額が<44,400円>に変わります。
※3　１年間（8月～翌年7月）の外来自己負担額の合計額に、上限額【144,000円】が設けられます。
※4　指定難病患者等一部の方には260円の場合があります。

◇平成２８年度（平成２８年８月１日～平成２９年７月３１日）に
　「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けられていた方へ
　平成２９年度について、対象者の要件を満たす方には、新たな「限度額適用・標準負担額減額認定
証」を７月下旬に郵送しますので、新たに手続きをしていただく必要はありません。（世帯に所得未申
告の方がいる場合は、申告したのち、市町窓口での申請が必要になります。）
　区分Ⅱの方が、新たに9１日以上の入院があった場合は、「被保険者証」、「印かん」、「現在お持ちの
限度額適用・標準負担額減額認定証」、「入院日数を確認できる領収書等」をお持ちのうえ、再度申請
をしていただく必要があります。

後期高齢者医療制度
限度額適用・標準負担額減額認定証

対象者

手続きに必要なもの ●被保険者証　●印かん
●本人または世帯員が平成2９年1月1日に琴平町内に在住していない場合、
   その方の平成2９年度の非課税証明書（平成2９年度住民税・課税所得証明書）

区分Ⅱ ： 被保険者が属する世帯員全員が住民税非課税で、区分 Ⅰ 該当者以外
区分Ⅰ ： 被保険者が属する世帯員全員が住民税非課税で、世帯員全員の各所得金額
　　　  （年金所得は控除額を80万円として計算。）が0円である方

区　分

現役並み

一　般

区分Ⅱ

過去１年の合計
入院日数が９０日※
以内の場合
過去１年の合計
入院日数が９１日※
以上の場合

区分Ⅰ

食事代
（1食
あたり）

1か月の自己負担限度額
外来

（個人単位）

360円
※4

44,400円

12,000円

8,000円

80,100円+1％※1
<44,400円＞※2

44,400円

24,600円

15,000円

210円

160円

100円

外来＋入院
（世帯単位）

区　分

現役並み

一　般

区分Ⅱ

過去１年の合計
入院日数が９０日※
以内の場合
過去１年の合計
入院日数が９１日※
以上の場合

区分Ⅰ

食事代
（1食
あたり）

1か月の自己負担限度額
外来

（個人単位）

57,600円

8,000円

80,100円+1％※1
<44,400円＞※2
57,600円

<44,400円＞※2
14,000円

<144,000円＞※3

24,600円

15,000円変わらない

変わらない

変わらない

変わらない

変わらない

外来＋入院
（世帯単位）

　平成２9年度の住民税が非課税の世帯に属する方は、申請により8月1日以降適用の「限度額適用・標準
負担額減額認定証」が交付されます。（平成２8年度「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの方は、
申請の必要はありません。※下記参照）
　この認定証は、医療機関等の窓口に提示することにより、窓口での一部負担金や入院の際の食事代が減
額されるものです。なお、療養病床に入院している方は、食事代の負担額等が下表と異なりますので、お問
い合わせください。

※平成29年７月まで ※平成29年8月～平成30年7月まで

町 政町 政 情 報情 報
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み
ん
な
の
国
保

　
両
国
国
技
館
で
行
わ
れ
た

大
相
撲
5
月
場
所
で
、本
町

出
身
の
天
風
関（
西
十
両
十

枚
目・尾
車
部
屋
）は
、9
勝
6
敗
と
、見
事

勝
ち
越
し
ま
し
た
。

　
中
盤
4
連
敗
か
ら
の
5
連
勝
と
い
う
展

開
に
、「
今
場
所
は
安
定
し
て
い
な
か
っ
た
で

す
。ま
だ
ま
だ
が
ん
ば
ら
な
い
と
。」（
天

風
）。ま
た
、今
場
所
途
中
で
怪
我
を
負
っ
て

し
ま
っ
た
天
風
で
す
が
、「
怪
我
の
功
名
と
い

う
か
、終
盤
の
連
勝
は
、痛
く
な
る
前
に
終

わ
ら
せ
よ
う
と
、と
に
か
く
前
に
出
ら
れ
た

の
が
よ
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。で
も
、怪
我
を

し
な
い
体
づ
く
り
を
し
な
い
と
い
け
な
い
と

思
い
ま
し
た
。」（
天
風
）と
、前
向
き
に
語
り

ま
し
た
。

　
来
場
所
は
、1
年
前
に
十
両
優
勝
し
た
7

月
場
所
と
い
う
こ
と
で
、「
日
々
精
進
し
て
、

1
年
前
の
栄
光
を
再
び
勝
ち
取
る
つ
も
り
で

頑
張
り
た
い
と
思
い
ま
す
。」（
天
風
）と
、意

気
込
み
ま
す
。

　
郷
土
力
士
を
応
援
し
、更
な
る
活
躍
を
期

待
し
ま
し
ょ
う
。 活躍

郷土力士の

国
保
税
の
計
算
方
法

　
国
民
健
康
保
険
税（
以
下「
国
保
税
」）は
、国
民
健
康
保
険（
以
下

「
国
保
」）に
加
入
し
て
い
る
方
に
賦
課
す
る
税
金
で
国
保
加
入
者
が

ケ
ガ
や
病
気
を
し
た
と
き
の
医
療
費
に
あ
て
ら
れ
る
大
切
な
財
源
で

す
。納
め
忘
れ
等
が
あ
っ
た
り
す
る
と
医
療
費
の
支
払
い
に
支
障
を

き
た
し
、健
全
な
運
営
が
出
来
な
く
な
り
ま
す
。必
ず
納
期
内
に
納

め
ま
し
ょ
う
。

　
国
保
税
は
、医
療
給
付
に
充
て
る「
医
療
分
」、後
期
高
齢
者
医
療

保
険
を
支
え
る「
支
援
金
分
」、介
護
費
に
充
て
る「
介
護
分
」で
構
成

さ
れ
、所
得
に
応
じ
た
所
得
割
額
、資
産
に
応
じ
た
資
産
割
額
、加
入

者一人
ず
つ
に
掛
か
る
均
等
割
額
、世
帯
に
掛
か
る
平
等
割
額
で
計

算
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す（
左
表
）。

納
付
方
法

　
７
月
上
旬
に
加
入
者
の
い
る

世
帯
主
宛
て
に
送
付
さ
せ
て
い

た
だ
く
納
税
通
知
書
に
よ
り
、

７
月
〜
翌
年
２
月
の
年
６
回
に

分
け
て
納
付
し
て
い
た
だ
き
ま

す
。各
金
融
機
関
の
窓
口
で
納

付
で
き
ま
す
が
、納
め
忘
れ
の

な
い
口
座
振
替
が
便
利
で
す
。

（
申
し
込
み
は
、金
融
機
関
な
ど

の
窓
口
や
役
場
の
窓
口
へ
。）

滞
納
す
る
と

国
保
税
の
改
正
の
お
し
ら
せ

◆
改
正
の
概
要

◆
軽
減
対
象
の
範
囲
の
拡
大

均
等
割・平
等
割（
５
割
軽
減
及
び
２
割
軽
減
）の

軽
減
判
定
所
得
の
基
準
が
拡
大
さ
れ
ま
し
た
。

平
成
29
年
度
改
正
に
よ
り
、

軽
減
対
象
と
な
る
範
囲
が
拡
大
さ
れ
ま
し
た
。

　
保
険
証
を
返
還
し
て
も
ら
い
医
療
費
全
額
自
己
負
担
と

な
る
資
格
証
明
書
の
交
付
、差
し
押
さ
え
な
ど
の
滞
納
処

分
を
行
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

１年間の国保税 （ただし、最高限度額 ※2 まで）

※1　介護分は、40歳以上65歳未満の人のみ 
※2　国保税の最高限度額は、89万円（医療分54万円、支援金分19万円、介護分16万円） 

＝（ア）医療分＋（イ）支援金分＋（ウ）介護分

区　分

所得割額

資産割額

均等割額

平等割額

計算方法
（参考）29年度の国保税率
医療分 支援金分 介護分※1

7.5％ 2.2％ 2.8％

22％ 8％ 5％

27,000円 8,100円 12,000円

26,000円 6,900円 10,000円

(ア) (イ) (ウ)

前年中の総所得金額 － 
基礎控除額（33万円）×

本年度の固定資産税額×

加入者数 ×

１世帯につき

合　計

税
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ

問
税　
務　
課　
☎
７
５-

６
７
０
2

問
健
康
推
進
課　
☎
７
５-
６
７
０
5

医
療
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ

（
改
正
前
）33
万
円
＋（ 

26.5
万
円 

× 

被
保
険
者
数
）以
下

（
改
正
後
）33
万
円
＋（ 

27
万
円 

× 

被
保
険
者
数
）以
下

（
改
正
前
）33
万
円
＋（ 
48
万
円 

× 

被
保
険
者
数
）以
下

（
改
正
後
）33
万
円
＋（ 
49
万
円 
× 

被
保
険
者
数
）以
下

５
割
軽
減

2
割
軽
減
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「みんなの下水道！」小学生夏休み見学会
土器川産「竹杖」が
贈呈されました

平成29年5月31日（水）10時か
ら役場にて、国土交通省 香川河
川国道事務所様から町観光協
会への土器川産「竹杖」約1000
本の贈呈式が行われました。

国民年金保険料のお支払いが困難な方へ ～保険料免除制度のご案内～

７月から平成29年度の国民年金保険料免除・
納付猶予の申請を受け付けます。

◆申請期間 ◆承認を受けた場合
◆免除（全額免除・一部納付）申請

◆納付猶予申請

※失業による特例免除があります。（申請する年度、又
は前年度に退職の事実がある方のみ）本人の所得を除
外して免除の審査を行います。
希望される方は離職票など失業の事実が分かる証明
書（離職票や雇用保険受給資格者証等）の写しをお持
ちください。

①老齢・障害・遺族基礎年金を受けるために
　重要な受給資格期間に含まれます。
　※ただし、一部納付については保険料を納付していることが
　　必要です。納付されなければ、未納扱いとなります。
②免除承認期間（納付猶予は除く。また一部納付は
　納付済期間）は老齢基礎年金として一部支給されます。
③１０年以内であれば、後から保険料を納めること
　（追納）が出来ます。
　※ただし、３年目以降は保険料に加算がつきますので、　　
　　お早めの追納をお勧めします。
④承認期間は付加年金・国民年金基金に加入出来なくなります。

◆所得の申告についてのお願い
免除申請を行う方は、所得審査を行う必要がありますので、必
ず所得の申告が必要です。
所得が無い場合でも申告を行ってください。申告がない場合
は、免除又は猶予が認められなくなりますのでご注意ください。

◆申請先 住民サービス課

【対象者】世帯すべて（本人・配偶者・世帯主）の総所
得が一定の額以下の場合で、保険料を納め
るのが困難な方

【保険料】全額免除、一部納付
（１/４納付・半額納付・３/４納付）

【対象者】学生でない５０歳未満の方で、本人・配偶者
の所得が一定額以下の方

【保険料】全額を猶予

平成29年７月から翌年６月

平成29年7月27日木～7月28日金
平成29年7月31日月～8月2日水
午前10時から12時（約2時間の予定）
❶中讃流域下水道  大束川浄化センター
　（綾歌郡宇多津町字吉田4001-4）
❷中讃流域下水道  金倉川浄化センター
　（仲多度郡多度津町堀江5丁目10-1）
下水道処理施設の見学、下水道のビデオ鑑賞
水の汚れを調べる実験、水を浄化する生物の観察
小学生（保護者同伴）
各浄化センターごとに1日あたり20組40人程度
ご希望の浄化センターへ電話、FAX又はメールでお申し込みください。
締め切りは7月21日金までです。
（定員に空きがあれば前日まで受付可能。）

参加者には記念品を進呈します。

未納のままにせず、まずはご相談ください。

問上下水道課　☎７５-６７11

問住民サービス課　   ☎７５-６７04
問善通寺年金事務所　☎62-1660

近隣市町の
下水を浄化する

下水処理場の見学会が
（公財）香川県下水道公社の
主催により開催されます。

この機会に
ぜひご参加ください！

開 催 日

時 間
見 学 場 所

見 学 会 の
内 容
対 象
定 員
申し込 み

備 考

国民年金には、経済的な理由や天災等により保険料を納めることができない場合、
申請して承認されると、保険料が免除される制度があります。

○大束川浄化センター TEL 0877-46-2016　FAX 0877-46-2046
　　　　　　　　　　 メール daisoku@estate.ocn.ne.jp
○金倉川浄化センター TEL 0877-32-6005　FAX 0877-32-6008
　　　　　　　　　　 メール kanakura@alto.ocn.ne.jp

町 政町 政 情 報情 報
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カメラレポート
5/15 5/21

6/25/31

　北幼稚園の子どもたちが、上櫛梨地区にある、
山下さんのにんにく畑で収穫体験を行いました。
　爽やかな青空のもと、立派に大きく育ったにん
にくを、子どもたちは力いっぱい引き抜いていま
した。収穫を始めると畑の周りには、採れたてのに
んにくのいい香りが広がります。子どもたちはみ
んな夢中で収穫しており、抜けた弾みでしりもち
をつく子や、なかなか抜けないにんにくを3人が
かりで協力して引っこ抜いている子どもたちもい
ました。
　帰りには山下さんからにんにくとジュースがプ
レゼントされ、「収穫を手伝ってくれて助かりまし
た。ありがとうございました。」と子どもたちに挨
拶しました。

　榎井小学校で自転車教室を行い、4年生が参加
しました。
　自転車の乗り方、手信号の出し方等について交
通指導員・琴平警察署の方からお話があったあと、実
際に運動場で模擬信号等を用いて練習を行いま
した。子どもたちは発車するときには「右良し、左
良し、歩行者良し」などと、声を出してよく確認し、
停車するときには手信号を出して停車していまし
た。手信号を出す際にふらついてしまう子もいた
ので、交通指導員の方から、「ふらついてしまう
場合は、一旦自転車から降りて曲がったりしましょう」
と指導がありました。自転車事故は、大きな事故
につながってしまう可能性もあるので、十分注意し
て運転しましょう。

榎井小学校自転車教室

にんにく収穫体験 琴平スポーツ少年団結団式・交流会
　町内の小学生が所属するスポーツ少年団の結
団式が、榎井小学校で開催されました。参加した
子どもたちは、各チームごとに、抱負を述べたあ
と、元気な声で円陣や応援を披露しました。
　その後交流会も行われ、チームに分かれた子ど
もたちは、3種類のニュースポーツで得点を競い
ました。普段し慣れた種目ではないため力加減が
難しいようで、全く得点できない子もいる中、連続
で得点を決めた子には周りから大歓声が上がって
いました。チーム以外の子とも交流でき、時間を
忘れて楽しんでいる様子でした。
　スポーツ少年団に所属する子どもたち一人ひ
とりの活躍を、心から応援しています。

　北・南幼稚園の園児たちを対象とした「ＪＵＮE
まつり」が、爽やかな青空のもと、苗田児童館で開
催され、保護者の方や地域の方々も大勢参加さ
れました。
　かけっこや玉入れなどの定番種目の他、“でか
ぱんでレッツゴー”などが行われ、地域の方々も
一緒に競技に参加しました。“でかぱんでレッツ
ゴー”は、チームごとに、大きなパンツに2人1組
で足を入れて走るリレー競技で、園児たちはペア
になった友達と一緒に、元気いっぱい走っていま
した。
　北・南幼稚園合同の開催ということで、普段は
遊ぶことのない新しい友達もでき、終始歓声と笑
顔の絶えない時間となりました。

ＪＵＮEまつり





教 育 委 員 会だより

　
5
月
24
日
（
水
）、
象
郷
小
学
校
を
皮
切

り
に
、
町
内
3
小
学
校
で
こ
ん
ぴ
ら
子
ど

も
塾
が
始
ま
り
ま
し
た
。こ
の
事
業
は
、
地

域
の
人
た
ち
が
指
導
者
と
な
り
、
ス
ポ
ー

ツ
・
文
芸
・
体
験
活
動
な
ど
い
ろ
ん
な
種

目
を
子
ど
も
た
ち
と
ふ
れ
あ
い
な
が
ら
学

ん
で
い
く
活
動
で
す
。

　
普
段
学
校
で
習
わ
な
い
こ
と
を
体
験
し

た
り
、
異
学
年
の
友
達
と
一
緒
に
活
動
す

る
こ
と
で
社
会
性
を
学
び
ま
す
。

　
地
域
の
み
な
さ
ん
、
一
度
こ
ん
ぴ
ら
子

ど
も
塾
を
見
に
来
て
く
だ
さ
い
。い
つ
も

こ
ん
ぴ
ら
子
ど
も
塾
の
部
屋
か
ら
は
元
気

な
笑
い
声
が
聞
こ
え
て
き
ま
す
。明
る
く

元
気
な
琴
平
町
の
子
ど
も
た
ち
を
地
域
で

育
て
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

子
ど
も
塾

こ
ん
ぴ
ら

成
人
式
の
お
知
ら
せ

日　
時　
平
成
30
年
1
月
3
日（
水
）

　
　
　
　
午
前
10
時
30
分

場　
所　
総
合
セ
ン
タ
ー
2
階　
大
ホ
ー
ル

対
象
者　
平
成
9
年
4
月
2
日
〜
平
成
10
年
4
月
1
日
生

　
　
　
　
本
町
在
住
者
及
び
町
外
転
出
者
の
中
で
希
望
す
る
者

町
外
転
出
者
の
方
も
参
加
で
き
ま
す

成
人
式
に
は
、
学
生
等
、
町
外
に
転
出
さ
れ
て
い
る
方
も
出
席

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。事
前
に
教
育
委
員
会
に
ご
連
絡
い
た

だ
け
れ
ば
参
加
名
簿
に
掲
載
し
、
ご
案
内
致
し
ま
す
。ご
希
望

が
あ
り
ま
し
た
ら
教
育
委
員
会
ま
で
ご
連
絡
下
さ
い
。（
電
話
・

Ｆ
Ａ
Ｘ
で
も
結
構
で
す
。）

●
連
絡
期
限
：
10
月
31
日（
火
）

成
人
式
の
企
画
・
運
営
ス
タ
ッ
フ
を
募
集
し
ま
す
。

ご
応
募
・
お
問
い
合
わ
せ
、お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

●
応
募
期
限
：
7
月
28
日（
金
）

　

  

教
育
委
員
会
☎ 

７
５
‐
６
７
１
５ 

問 １ 
教
育
上
の
諸
問
題

 
中
学
校
改
築
に
つ
い
て

２ 

報
告
・
連
絡
事
項

①
要
請
に
よ
る
学
校
訪
問　
　
　

　

琴
平
中
学
校 

6
月
21
日（
水
）

　

琴
平
小
学
校 

6
月
28
日（
水
）

　

象
郷
小
学
校 

10
月
30
日（
月
）

　

榎
井
小
学
校 

11
月
10
日（
金
）

②
修
学
旅
行

　

各
小
学
校 
５
月
12
日（
金
）

 
 

〜
13
日（
土
）

③
北
幼
稚
園
訪
問 

５
月
25
日（
木
）

④
琴
平
中
学
校
運
動
会 

５
月
28
日（
日
）

⑤
Ｊ
Ｕ
Ｎ
Ｅ
ま
つ
り（
北
・
南
幼
稚
園
合
同
の
運
動
会
）

 
 

６
月
２
日（
金
）

⑥
６
月
定
例
議
会　

 

６
月
14
日（
水
）

 
 

〜
26
日（
月
）

⑦
奨
学
金
申
請
状
況

⑧
今
後
の
定
例
教
育
委
員
会
の
日
程
に
つ
い
て

　

６
月
定
例
教
育
委
員
会 

６
月
29
日（
木
）

　

７
月
定
例
教
育
委
員
会 

７
月
27
日（
木
）

⑨
そ
の
他

　

第
１
回
総
合
教
育
会
議
開
催 

５
月
25
日（
木
）

　

地
域
教
育
行
政
懇
談
会 

８
月
29
日（
火
）

　

Ｐ
Ｔ
Ａ
現
地
研
修
会

　

琴
平
中
学
校 

６
月
12
日（
月
）

　

北
・
南
保
育
所 

６
月
15
日（
木
）

　

北
・
南
幼
稚
園 

６
月
29
日（
木
）

　

榎
井
小
学
校 

６
月
29
日（
木
）

　

象
郷
小
学
校 

６
月
29
日（
木
）

　

琴
平
小
学
校 

７
月
５
日（
水
）

7月5日（水） 

7月12日（水） 

教育
委員会

5
月
定
例
会
報
告

●琴小視聴覚室…子ども俳句
●山下農場…田んぼの生き物観察会
●象小体育館…キッズテニス

●琴小視聴覚室…大喜利
●榎小理科室…森の生き物観察会
●象小音楽室…銭太鼓
●山下農場…田んぼの生き物観察会

午後3時15分～午後4時15分

午後3時15分～午後4時15分

こんぴら子ども塾 予定表7月　

　

  

教
育
委
員
会

　

  

☎ 

７
５‐６
７
1
6 　
F
A
X 

７
５‐4
1
2
0

問

2017 全日本空手道
選手権大会で優勝

極真空手中山道場の中山正純さん（中量
級）と、伏見清也さん（重量級）が、4月
30日に開催された全日本選手権で見事
優勝し、町長を表敬訪問しました。今後、
12月9日、10日にロシア・エカテリンブル
クで開催される予定の、第3回KＷＵ 世
界大会に出場する予定です。
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みなさん、讃岐三蓄ってご存知ですか？
香川県を代表するおいしいブランド「讃岐三蓄」は、香川県の特産畜産物

「讃岐コーチン」「讃岐牛」「讃岐夢豚」のことで、品質・味の良さで多くの人々に賞賛されています。
この讃岐三蓄をメインに取り入れた、バランスのよい献立を作る料理講習会を開催いたします！

健康づくりのために、もう１度食生活を一緒に見直してみませんか？
みなさまのご参加を、お待ちしております♪

　「熱中症」は、高温多湿な環境に長くいることで、徐々に体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温
調節機能がうまくはたらかなくなり、体内に熱がこもった状態を指します。屋外だけでなく室内で
なにもしていないときでも発症し、救急搬送されたり、場合によっては死亡することもあります。
　熱中症について、正しい知識を身につけ、体調の変化に気をつけるとともに、周囲にも気を配り、
熱中症を予防しましょう。

讃岐三蓄普及推進講習会

熱中症を予防するために熱中症を予防するために

さぬき

問健康推進課　☎75-6723

問健康推進課　☎75-6723

≪琴平町食生活改善推進協議会（ヘルスメイト） 主催≫
さんちく

対象者 本町在住の方

開催日 平成２９年７月２２日 （土）

時　間 午前１０時から午後1２時半

場　所 町総合センター
２階調理室

内　容 食生活改善のためのミニ講話と
讃岐三蓄を取り入れたバランスのよい調理・試食

参加費 ３００円（食材料費）

持ち物 エプロン・三角巾・筆記用具 定　員 ２０名

７月１４日（金）までです！申込期限

室内外を問わず、のどの渇きを感じなくても
こまめに水分を補給しましょう！

室内では…
・扇風機やエアコンで温度を
 調節する
・遮光カーテン、すだれ、内水を利用
・室温をこまめに確認
・暑さ指数を参考に

めまい・立ちくらみ・こむらがえり・手足のしびれ・筋肉のこむら返り・頭痛・吐き気・嘔吐
倦怠感・虚脱感・気分の悪さ

エアコンが効いている室内や風通しのよい日陰など、涼しい場所へ避難させましょう
衣服をゆるめ、からだを冷やしましょう（特に首の回り、わきの下、足の付け根など）
水分、塩分、経口補給液などを補給しましょう

１ 外出時には… からだの蓄熱を
避けるために…

・通気性のよい、吸湿性・速乾性の
 ある衣服を着用する
・保冷剤、氷、冷たいタオルなどで、
 からだを冷やす

・日傘や帽子の着用
・日陰の利用、こまめな休憩
・天気の良い日は、日中の外出を
 できるだけ控える

熱中症の
症状

熱中症が
疑われる人を
みかけたら…

意識消失・けいれん・からだの熱さ重症になると

涼しい場所へ
からだを冷やす
水分補給

2 3

健　康　情　報健　康　情　報



21 ことひらNo.479

小児救急電話相談　　電話番号：♯8000  または  087-823-1588　毎日 午後7時 ～ 翌朝 午前8時
休日・夜間の急な子どもの病気について、小児科医師・看護師から症状に応じた適切な対処の仕方や受診する病院等のアドバイスを受けられます。

変更の際はホームページにご案内いたします。
7月の休日当番医・当番薬局

岩 﨑 医 院
岩 佐 病 院（ 外 科 ）
永 生 病 院
大 山 内 科 医 院
ふ か だ クリニック
いわさき循環器科内科クリニック

75-5161
73-3535
73-3300
79-3311
73-2211
75-2700

う じ け 調 剤 薬 局
そうごう薬局　琴平店
わ か ば 調 剤 薬 局
N P 吉 野 調 剤 薬 局
四 條 薬 局
な の は な 薬 局

琴平町299-5
琴平町榎井775-13
まんのう町買田233-11
まんのう町吉野1572-8
まんのう町四條179
まんのう町東高篠1377-1

58-9066
73-3782
56-4313
79-3101
58-8016
75-2844

58-9065
73-3781
56-4312
79-2666
58-8015
75-2877

7 月 2 日
7 月 9 日
7月1 6日
7月1 7日
7月2 3日
7月3 0日

日　付 ＴＥＬ病　院　名 ＴＥＬ薬　局　名 住　　所 FAX

　肝炎は国内最大の感染症の１つと言われています。自覚症状がないことが多いため、本人が気づかないうちに
肝硬変や肝がんへ移行する感染者が多いことが問題となっています。
　もし肝炎ウイルスに感染していても検査を受けることで、早期発見、早期治療につながり深刻な症状に進行する
のを防ぐことができます。
これまでに肝炎ウイルス検査を受けたことのない方は、必ず一度肝炎ウイルス検査を受けるようにしましょう。 
　なお、琴平町で肝炎検査の助成制度があります。今年度の対象は下記の方になっています。

問健康推進課　☎75-6723（保健係）

実施日時

対 象 者 昭和５１年４月２日～昭和５２年４月１日
昭和４６年４月２日～昭和４７年４月１日
昭和４１年４月２日～昭和４２年４月１日
昭和３６年４月２日～昭和３７年４月１日
昭和３１年４月２日～昭和３２年４月１日
※上記の対象者のうち、琴平町に住所があり、
　これまでに肝炎検査を受けたことのない方 ※国民健康保険にご加入の方は、あわせて

　特定健康診査受診券もご持参ください

無料

平成２９年６月１日（木）～８月３１日（木）
※町内指定医療機関の休診日は除く

実施場所

持参する物

自己負担金

肝炎ウイルス検診受診券
（平成２９年度 医療機関用受診券）、
健康保険証　

町内指定医療機関（五十音順）
池田内科医院・岩佐病院・岩﨑医院
大浦内科消化器科医院・おおにし病院
森内科医院・山田外科医院

７５歳の歯科健診が始まります
　健康的な食生活を維持するためには、８０歳になって
も自分の歯を２０本以上保つことが推奨されています（８０
２０運動）。歯と口のケアは、むし歯や歯周病の予防だけで
なく、全身の健康を守るためにもとても大切なことです。
　例えば、口腔ケアを行うことで舌や唇などの機能が
良くなり、おいしく食べられることで食事の量が増え、
栄養状態の改善が図られます。また、高齢者に多い、だ
液の中の細菌が誤嚥によって肺に入ることで起こる誤
嚥性肺炎の予防にもつながります。
　平成２９年４月１日時点で７５歳の被保険者（昭和１６年
４月２日から昭和１７年４月１日までの誕生日）の方は、後

期高齢者医療制度で歯科健康
診査を無料で受けることがで
きます。対象者には広域連合か
ら受診券を７月頃に発送します
ので、自分の口腔の状態を知る
ためにも必ず受診しましょう。

TEL:087-811-1866　 FAX:087-811-1865

〒760-0066
高松市福岡町二丁目3番2号香川県自治会館2階
香川県後期高齢者医療広域連合事務局

対象の方には、５月に肝炎ウイルス検診の案
内と受診券をお送りしています。
受診券は、切り取らずに医療機関窓口に持
参してください。

7月28日は「世界肝炎デー」です

健　康　情　報
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0877）75 -6701　
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0877）73 -2120

広
 報

（仲多度南部消防署）

琴平町の現況
（平成29年5月末現在）

■人　口／8,931人
　　　　　　（前月比－23人） 

●男／4,083人
　　 　（前月比－8人）

●女／4,848人
　 　　（前月比－15人）

■世帯数／3,738世帯
　　　　　　（前月比－7世帯）

種別

※平成28年10月26日総務省公表の平成27年国勢調査確定値を基に推計しています。

7月の相談日 交通事故

火災・救急

【要予約】 ☎75－1371
7月18日（火） 午後１時～午後３時30分 

地域福祉ステーション

地域福祉ステーション

少年育成センター

総 合 セ ン タ ー

総 合 セ ン タ ー

総 合 セ ン タ ー

総 合 セ ン タ ー

相談種別 日　　時 場　　所
毎週月～土曜日 午前10時～午後３時 発生件数

傷　　者
死　　者

月・計

6件 24件
6人 31人
1人 1人

累 計5月

種別

火　　災
救　　急

月・計

0件 0件
64件 298件

累 計5月

（琴平警察署）

1

3 4 5 6 7 82

10 11 12 13 14 159

17 海の日 18 19 20 21 22

29

16

24 25 26 27 2823

3130

月～金曜日（祝日以外） 午前9時～午後5時

7月19日（水） 午前10時～午後3時

7月13日（木）・20日（木） 午前10時～午後3時 

7月27日（木） 午前9時～正午 

7月6日（木） 午後1時30分～4時30分

ふ れ あ い 相 談

弁 護 士 相 談

少 年 相 談

行 政 相 談

法 務 相 談

障がい者生活支援相談

地 域 療 育 相 談

健康体操教室
13:30～15:00 総セ

健康相談
10:00～11:30
健康相談
13:30～14:30

総セ

デイ
総セ

総セ

肺がん検診
10:00～12:00、
13:00～15:00（役場前）
子宮頸がん検診
13:45～15:30受付（役場前）

胃がん検診
8:15～11:15受付
予約制   （役場前）総セ

総セ

総セ

胃がん検診
8:15～11:15受付
予約制
いきいき健康教室
10:00～11:30
こんぴらストレッチ大学
10:00～11:30

胃がん検診
8:15～11:15受付
予約制
ほっとひといき琴平
10:00～13:00

親子のわんわん教室
9:30～11:30
健康太極拳
13:30～15:00

総セ

総セ

健康体操教室
13:30～15:00 総セ

健康体操教室
13:30～15:00 総セ

かりん

ほっとひといき琴平
10:00～13:00
こころの健康相談
14:00～要予約

総セ

仲南

ほっとひといき琴平
10:00～13:00
こころの健康相談
14:00～要予約

総セ

ほっとひといき琴平
9:30～13:00 総セ

総セ

総セ

ピヨピヨ広場
（第1部）乳児相談
10:00～11:30受付
（第2部）幼児相談
13:30～15:00
ことばと子育て相談
11:00～要予約

総セ

総セ
いきいき健康教室
10:00～11:30
こんぴらストレッチ大学
10:00～11:30

総セ

ゆ家
まちの保健室
10:00～12:00
健康体操教室
13:30～15:00

2017

July こんぴらカレンダー7
日 月 火 水 木 金 土

いきいき健康教室
10:00～11:30
こんぴらストレッチ大学
10:00～11:30

ゆ家

総セ

いきいき健康教室
10:00～11:30
こんぴらストレッチ大学
10:00～12:00

ゆ家

ごみ

月・木
可燃ごみ
収集地区
収集あり

ごみ
休日ごみ収集あり
（該当地区のみ）

固 定 資 産 税
国 民 健 康 保 険 税

2 期
1 期

介 護 保 険 料
後期高齢者医療保険料

1 期
1 期

7月のおもな町税等の納期総セ 総合センター

ゆ家 ゆうあいの家
デイ 苗田デイ・サービスセンター

かりん かりん健康センター
仲南 仲南農改センター

総セ


